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子ども家庭福祉に関する資格について（要望） 

 

 貴台におかれましては、日々福祉の増進にご尽力されていることに感謝申し上げます。 

 さて、厚生労働省社会保障審議会児童部会に位置づけられた「子ども家庭福祉に関し

専門的な知識・技術を必要とする支援を行う者の資格の在り方その他資質の向上策に関

するワーキンググループ」は、2021年 2月 2日にとりまとめを公表されました。ソーシ

ャルワーカーの職能団体として、悲惨な児童虐待が頻繁に生じるなかで、ソーシャルワ

ーカーはその予防と適切な対応に最大限の努力をしていく決意であります。 

当とりまとめでは、児童虐待に対して、子どもの権利や家族の支援のためのソーシャ

ルワークの必要性を指摘していただきましたが、社会福祉士・精神保健福祉士はソーシ

ャルワーク専門職として、児童虐待に対して責任をもって取り組んでいきたいと決意し

ています。 

その一方で、新たな資格の創設について、資格制度の立て付けや付与方法については

継続検討とされますが、一部の報道では国家資格創設と誤解を与えかねない報道がなさ

れました。 

 日本ソーシャルワーカー連盟は、一貫してソーシャルワーク専門職である社会福祉士、

精神保健福祉士の活用促進が虐待防止に最も効果的であるとの主張をしてきました。そ

こで、改めて下記の事項について要望致します。 

 

記 

 

１ 児童福祉司が抱える事例への対応はソーシャルワークを基盤とすることが必要で

あり、ソーシャルワーク専門職である社会福祉士、精神保健福祉士を積極的に活用す

べきである。 

 

２ 専門性の向上には、社会福祉士および精神保健福祉士のソーシャルワーカー養成課

程での充実に加え、児童虐待に対応できる高度な専門性を有する社会福祉士を養成す

る認定社会福祉士制度を推進していくべきである。当面の課題としては、現任者研修

の強化を図るべきである。 

 

３ 児童福祉司の専門性の向上には実践知や経験値の積み上げが必要であり、短期間の

異動等がないよう配置構造の改善が必要である。 

以上 


